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はじめに

　
　
　
は
じ
め
に

　
現
存
す
る
五
つ
の
『
風
土
記
』
の
中
で
『
常
陸
国
風
土
記
』『
播
磨
国
風
土
記
』『
出
雲
国
風
土
記
』
は
、
巻
首
な
い
し
は
巻
末
に
国
司

か
ら
中
央
官
庁
へ
の
報
告
公
文
書
の
様
式
「
解
」
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
総
記
の
冒
頭
に
、「
常
陸
国
の
司
、

解
す
。
古
老
の
相
伝
ふ
る
旧
聞
を
申
す
こ
と
。」
と
あ
り
、
報
告
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　『
常
陸
国
風
土
記
』
の
特
徴
は
、
総
記
で
国
の
成
り
立
ち
を
述
べ
て
い
る
。「
国
郡
の
旧
事
を
問
ふ
に
、
古
老
こ
た
え
て
曰
へ
ら
く
、
古

は
、
相
模
の
国
足
柄
の
岳
坂
よ
り
東
の
諸
の
県
、
惣
べ
て
我あ
づ
ま姫
の
国
と
称
ひ
き
。
是
の
当
時
、
常
陸
と
言
わ
ず
。
唯
、
新
治
・
筑
波
・
茨

城
・
那
賀
・
久
慈
・
多
珂
の
国
と
称
ひ
、
各
、
造
・
別
を
遣
は
し
て
撿
挍
め
し
め
き
。」
と
、
常
陸
国
成
立
前
の
状
況
と
、「
難
波
の
長
柄

の
豊
崎
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇
の
世（
孝
徳
）に
至
り
て
、
高
向
臣
・
中
臣
幡
織
田
連
等
を
遣
し
て
、
坂
よ
り
東
の
国
を
惣
べ
領
ら

し
む
。
時
に
、
我
姫
の
道
を
、
分
ち
て
八
つ
の
国
と
為
し
、
常
陸
の
国
は
、
そ
の
一
つ
に
居
れ
り
。」
と
大
化
の
改
新
以
後
の
常
陸
国
の

成
立
過
程
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
我
姫
の
国
時
代
は
、
地
域
色
の
強
い
土
器
が
、
遠
距
離
を
運
ば
れ
て
大
量
に
交
わ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
奈
良
県
纏
向
遺
跡
で

は
、
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
前
半
の
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
の
転
換
期
に
、
地
域
色
豊
か
な
土
器
が
周
辺
か
ら
集
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
茨
城
県
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
初
期
に
は
、
南
関
東
系
の

土
器
群
が
広
く
分
布
し
、
四
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
、
纏
向
遺
跡
に
見
ら
れ
る
東
海
系
や
北
陸
系
の
土
器
群
が
、
県
内
に
分
布
し
定
着
し

て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
動
き
は
、『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇（
御
間
城
入
彦
五
十
瓊
殖
天
皇
）の
条
に
「
十
年
九
月
九
日
、
大
彦
命
を
北
陸
に
、
武
淳
川

別
を
東
海
に
、
吉
備
津
彦
を
西
海
に
、
丹
波
道
主
命
を
丹
波
に
遣
わ
さ
れ
た
。
詔
し
て｢

も
し
も
教
え
に
従
わ
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
兵
を

も
っ
て
討
て｣

と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
印
綬
を
授
か
っ
て
将
軍
と
な
っ
た
。」
と
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
全
国
進
出
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い

る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
六
国
の
成
立
の
話
と
し
て
、
崇
神
天
皇
か
ら
成
務
天
皇
の
各
期
に
、「
古
老
の
相
伝
ふ
る
旧
聞
」
説
話
と

し
て
み
ら
れ
る
。
新
治
郡
の
条
に
は
「
昔
、
美
麻
貴
の
天
皇
の
馭
宇
し
め
し
し
世（
崇
神
天
皇
）、
東
の
夷
の
荒
ぶ
る
賊 

俗
、
阿
良
夫
流
爾
斯

母
乃
と
い
う
。
を
平
討
け
む
と
し
て
、
新
治
の
国
造
が
祖
、
名
は
比
奈
良
珠
命
と
い
ふ
を
遣
わ
し
き
。」
と
あ
り
、
行
方
郡
の
条
に
は
「
東

の
垂
の
荒
ぶ
る
賊
を
平
む
け
む
と
為
て
、
建
借
間
命
即
ち
此
は
那
珂
国
造
が
初
祖
な
り
。
を
遣
し
き
。」
が
み
え
る
。
建
借
間
命
は
、
軍
士
を

率
い
て
安
婆（
浮
島
）の
島
に
つ
い
て
、
国
栖
を
討
つ
た
め
に
船
を
連
ね
、
筏
を
組
ん
で
攻
め
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、

浮
島
は
も
と
よ
り
、
霞
ヶ
浦
周
辺
に
は
四
世
紀
の
古
墳
が
点
在
し
、
六
世
紀
に
は
、
北
九
州
に
見
ら
れ
る
横
穴
式
石
室
に
装
飾
さ
れ
た
古

墳
や
、
横
穴
墓
が
現
れ
る
。
こ
の
こ
と
で
九
州
の
多
氏
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
孝
徳
朝
時
代
の
常
陸
国
の
成
立
と
、
建
評（
郡
）の
記
述
は
、
六
国
か
ら
十
二
評
、
十
一
郡
の
成
立
経
過
が
多
珂
郡
の
条
に
み
ら
れ
る
。

こ
の
流
れ
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
軍
事
的
基
盤
と
し
て
確
立
し
た
、
地
方
豪
族
の
支
配
権
の
統
合
を
示
す
も
の
で
、
領
域
的
支
配
の
実
現
過

程
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
カ
シ
マ
の
神
と
神
郡
の
成
立
が
、
我
妻
の
国
時
代
か
ら
継
承
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
の
も
、

地
方
豪
族
の
支
配
の
中
で
、
中
央
と
の
か
か
わ
り
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
、
郡
家
・
駅
家
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
蝦
夷
対
策
の
最
前
線
に
あ
る
常
陸
国
に
と
っ
て
は
、
新

設
さ
れ
る
道
と
駅
家
の
役
割
は
重
要
で
、「
榎
の
浦
の
津
あ
り
。
便
ち
、
駅
家
を
置
け
り
。
東
海
の
大
道
に
し
て
、
常
陸
路
の
頭
な
り
。」

（
信
太
郡
）と
養
老
二
年（
七
一
八
）に
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
常
陸
路
」
に
つ
い
て
示
さ
れ
、
北
上
す
る
、
那
珂
郡
・
久
慈
郡
・
多
珂
郡

の
各
条
に
「
駅
家
あ
り
」
の
記
載
が
あ
り
、
養
老
二
年
か
ら
、
蝦
夷
対
策
が
休
息
す
る
弘
仁
三
年
ま
で
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
常
陸
路
・
駅
家
関
連
の
調
査
は
、
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
日
立
市
長
者
山
遺
跡（
藻
島
駅
家
推
定
地
）で
は
、
道
路
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跡
の
東
に
並
行
し
て
、
八
世
紀
前
半
か
ら
後
半
の
掘
立
柱
建
物
群
が
み
ら
れ
、
九
世
紀
後
半
か
ら
は
多
珂
郡
郡
家
の
別
院
と
し
て
礎
石
立

の
倉
庫
群
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
、『
長
者
山
官
衙
遺
跡
及
び
常
陸
国
海
道
跡
』
と
し
て
国
指
定
史
跡
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
は
、「
東
国
古
代
遺
跡
研
究
会
」
第
七
回
大
会
で
行
っ
た
「『
常
陸
風
土
記
』
の
世
界
―
古
代
社
会
の
形
成
」
の
成
果
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
大
会
会
場
と
し
て
鹿
島
神
宮
参
集
殿
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
鹿
島
神
宮
宮
司
鹿
島
則
良
氏
、
当
研
究
会
の
企
画
を
快

く
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
高
志
書
院
の
濱
久
年
氏
お
よ
び
関
係
者
の
方
々
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
二
〇
二
四
年
十
月
吉
日
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